
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
保
健
課
保
健
予
防
係　
　
　

　
☎︎（
86
）１
１
５
７［
直
通
］

妊
婦
と
家
族
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
講
座

〇
日
時　

※
２
回
コ
ー
ス
で
行
い
ま
す

が
、
ど
ち
ら
か
だ
け
の
参
加
も

可
能
で
す

・
１
回
目

　
５
月
27
日（
火
）　

　
午
後
１
時
～
４
時
頃
ま
で

・
２
回
目

　
６
月
３
日（
火
）

　
午
後
１
時
～
４
時
頃
ま
で

〇
場
所

　
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

〇
持
ち
物

　
母
子
健
康
手
帳

〇
参
加
料　
　

　
無
料

〇
内
容

　
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
関
す

る
知
識
や
方
法
な
ど
、
妊
婦
さ

ん
や
ご
家
族
の
質
問
や
相
談
に

応
え
ま
す
。

　
講
師
に
は
経
験
豊
富
な
助
産

師
を
迎
え
、
妊
娠
中
に
摂
り
た

い
栄
養
素
を
含
ん
だ
食
事
の
試

食
や
、
沐
浴
体
験
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

※
内
容
の
詳
細
は
個
別
通
知
し

ま
す
。

※
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
場
合

は
、
参
加
を
お
控
え
く
だ
さ
い

　
町
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
が
元
気

で
健
康
に
育
つ
よ
う
、
そ
し
て
家
族

が
出
産
・
育
児
を
安
心
し
て
迎
え
ら

れ
る
よ
う
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
講
座
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

町
内
で
は
、
年
間
約
70
人
の
赤

ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
初
め

て
の
妊
娠
の
か
た
も
２
回
目
以
降
の

妊
娠
の
か
た
も
、
同
じ
頃
に
出
産
を

迎
え
る
妊
婦
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
学

ん
だ
り
語
り
合
っ
た
り
し
て
、
お
友

達
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
妊
婦
さ
ん
だ

け
で
な
く
、
子
や
孫
を
迎
え
る
家
族

も
一
緒
に
ど
う
ぞ
。
ま
た
、
両
日
と

も
保
育
で
き
る
ス
タ
ッ
フ
が
お
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
お
子
様
連
れ
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

９ ｜  広報ながしま  2025年５月号

木
造
住
宅
の
耐
震
性
に
係
る
費
用
補
助

第
十
二
回
特
別
弔
慰
金

　
　
　

 　
　
を
支
給

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
建
設
課
建
築
係

　
☎︎（
86
）１
１
３
２［
直
通
］

　
町
で
は
、現
在
の
建
築
基
準
法
に

規
定
さ
れ
て
い
る
木
造
住
宅
の
耐
震

性
能
を
満
た
し
て
い
な
い
可
能
性
が

あ
る
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建

て
ら
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
の

費
用
、耐
震
改
修
工
事
の
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
補
助
金
額

・
耐
震
診
断　

　
耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２

　
（
１
棟
当
た
り
限
度
額
６
万
円
）

・
耐
震
改
修
工
事

　
耐
震
改
修
工
事
費
用
の
１
０
０
分
の
23　

　
（
１
棟
当
た
り
限
度
額
30
万
円
）

〇
条
件

・
長
島
町
木
造
住
宅
耐
震
診
断
補
助
金
交
付
要
綱
に
定
め
る
基
準
を
満
た

す
こ
と

・
町
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
耐
震
診
断
技
術
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
耐
震
診
断
で
あ
る
こ
と

・
耐
震
改
修
工
事
に
つ
い
て
は
耐
震
診
断
に
よ
り
規
定
の
数
値
以
下
の

構
造
耐
力
で
あ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
注
意
事
項

・
申
請
し
た
場
合
で
も
、必
ず
実
施
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

・
事
業
の
協
議
後
、次
年
度
以
降
の
実
施
と
な
り
ま
す

・
建
築
物
の
詳
細
が
わ
か
る
官
公
署
の
発
行
し
た
書
類
の
写
し
が
必
要

で
す

　
戦
没
者
な
ど
遺
族
の
代
表
者
一
人

に
特
別
弔
慰
金
を
支
給
し
ま
す
。

〇
支
給
対
象
者

　
令
和
７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

戦
没
者
な
ど
に
係
る
公
務
扶
助
料
、

遺
族
年
金
な
ど
の
年
金
給
付
を
受
け

る
権
利
者
が
い
な
い
遺
族
の
う
ち
、

代
表
者
１
人
。

※
「
遺
族
」
と
は
、
戦
没
者
な
ど
の

死
亡
当
時
に
既
に
生
ま
れ
て
い
た
遺

族
（
子
は
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の

胎
児
を
含
む
。）
で
、
三
親
等
内
親

族
に
限
ら
れ
、
法
律
に
よ
り
支
給
順

位
や
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

〇
支
給
内
容　

　
額
面
27
万
５
千
円
、
５
年
償
還
の

記
名
国
債

〇
請
求
期
間

  

４
月
１
日
～
令
和
10
年
３
月
31
日

（
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
第
十
二
回

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。）

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　
☎︎（
86
）１
１
４
６［
直
通
］


